
平成 23 年 7 月 12 日 

産学公連携センター 

 

発明等を考えられた際の手続きフロー 

 

 「公立大学法人首都大学東京知的財産取扱規則」（平成 17 年法人規則第 47 号）に基づき、教職員

等（学生も含む）が大学での業務の一環として創出した発明、考案、意匠等の知的財産権にかかる

「知的財産権の登録を受ける権利」はすべて「職務発明等」として一旦法人に留保されます。法人

（事務担当：産学公連携センター）では、各教員の考えた発明などが職務発明であるか否か、職務

発明の場合、それを承継するか否かを審査して、法人で出願を行うかどうか判断します。 

 このことはいずれかの企業と共同研究の結果生じた発明等でも変わりません。 

 発明等を考えられた際には、以下のフローに沿って手続していただけますようお願いします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

教員等 産学公連携センター 

①発明等を創出 

②発明届作成 

特許出願判断基準に基

づき、発明届を評価 

（職務発明かどうか、

承継の要否を判断） 

③出願書類 (明細書 )

案のチェックなど 

④「権利譲渡証書」

への捺印、返送 

「認定・決定通知書」

「権利譲渡証書」の

送付、出願後「出願

時補償金」処理 

大学は当該発明等を

承継しない旨各教員

に連絡します。（「認

定・決定通知書」送

付）その後は各教員

がその発明について

は自由に出願などの

処分を行うことがで

きます。 

教員にインタビュー 

（出願などに結び付くか判断

し、出願可能性があれば発明

届の作成を依頼） 

センターに

問い合わせ 

出願の手配、共願先との

調整 

センターに

送付 

承継する場合 承継しない場合 

特許出願判断

基準は別紙１

のとおり 

出願手続き 

センター

に返送 



 

 

 

 

 

承継せず 

承継する 

承継せず 

発明等に新規性はあるか？ 

Yes 

 

企業等との共同出願か？ 

No 

① 下記例に該当するような普及必要

性の高い技術か？ 

② 中小企業での実施など技術の幅広

い普及に貢献できる可能性がある

か？ 

③ 競争的研究資金確保に貢献したか、

または貢献する可能性があるか？ 

Yes 

 

Yes 

 

Yes 

 

No 

No 

＜例＞ 環境、エネルギー、防災、情報通信、海洋、宇宙、ライフサイエンス、

ナノテク（特許庁重点８分野） 

No 

特許出願判断基準 

別紙１ 

下記基準の二つ以上に該当するか？ 

技術移転先の候補はあるか？ 


